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川崎市では、市民の方々への情報提供の内容と手段の充実を目的

として、県内で初めての取り組みとなるテレビのデータ放送を活用

した大気環境データの提供システムの運用を行っている。 

この度、情報提供内容の拡充及び判り易い情報の表示を目的に、

表示測定局の追加及び色分けによる表示等の改修を行った。 

 

１ はじめに 

川崎市の環境大気常時監視測定は、大気汚染防止法第 22条に基

づく法定受託事務として、一般環境大気測定局（以下「一般局」と

いう。）９局、自動車排出ガス測定局（以下「自排局」という。）９

局の計 18局で実施している。市内の測定局は、図１のとおりであ

る。 

市内大気環境データは、本市ホームページ上及び図書館に設置さ

れている端末上で公表しているが、パソコンを所有していない、ま

たはパソコンの操作に不慣れな市民の方々への情報提供が課題で

あった。 

 

 
図１ 川崎市内の測定局位置図 



２ 目的 

 川崎市では、昭和 46年から市役所本庁舎前で電光表示盤により

市民の方々に大気環境データの提供を行ってきたが、時代の変化に

適応した情報提供手段と内容の充実を目的に、多様化・高度化した

新たな情報提供媒体を活用したシステムとして、テレビ神奈川のデ

ータ放送を活用し、大気環境データをリアルタイムにご家庭のテレ

ビでご覧いただけるシステムを導入した。このシステムは、パソコ

ンを所有していない、またはパソコンの操作に不慣れな市民の方々

にも、手軽に大気環境データを伝えることが可能になった。また、

テレビ神奈川を視聴できる地上デジタル放送対応のテレビであれ

ば、市内全域のご家庭で閲覧が可能である。加えて、県内市町村情

報（川崎市）の画面には、大気環境情報の他に防災情報があり、光

化学スモッグ注意報発令等の情報も入手が可能である。 

 

３ データ放送を活用した情報提供の開始 

 平成 25年３月 27日から、テレビ神奈川データ放送（デジタル３

チャンネル）を活用して、大気環境データの表示を開始した。 

 

3.1 表示画面                 表１ 運用開始時の表示画面 

画面には、一般局９局に係

る二酸化硫黄（SO2）、二酸化

窒素（NO2）、光化学オキシダ

ン ト (Ox)、 浮 遊 粒 子 状 物 質

（ SPM）、 微 小 粒 子 状 物 質

(PM2.5）について、毎正時の

測定結果（１時間値）をリア

ルタイムで表示した（表１）。 

 

3.2 操作方法 

 操作方法は、テレビリモコンの

(ｄ)ボタンを押して、「マイタウン

情報 川崎市」→「大気環境速報値」

の順に選択する（テレビ受像機に

川崎市内の郵便番号を設定してい

な い 場 合 は 、 テ レ ビ リ モ コ ン の

(ｄ)ボタンを押して、「県内市町村

情報」→「川崎市」→「大気環境

速報値」の順に選択する）。 

図２ 画面イメージ 

頁 表示画面内容 

１ [一般局]二酸化硫黄(SO2) 

２ [一般局]二酸化窒素(NO2) 

３ [一般局]光化学 ｵｷｼﾀﾞﾝﾄ(Ox) 

４ [一般局]浮遊粒子状物質(SPM) 

５ [一般局]微小粒子状物質(PM2.5) 

６ 問い合わせ先 



3.3 周知方法 

デ ー タ 放 送 を 活 用

し た 大 気 環 境 デ ー タ

の 提 供 に 関 す る 市 民

へ の 周 知 方 法 と し て 、

市 政 だ よ り 、 図 書 館 、

区 役 所 及 び 各 種 イ ベ

ン ト 等 に お い て チ ラ

シの配布、テレビ神奈

川の「LOVE川崎」の番

組放送内での周知、高

津区役所の掲示板を利  図３ 配布チラシ  図４ 河川情報表示板 

用した周知、川崎駅構 

内の「河川情報表示板」 

での周知を実施した。 

 

４ 情報提供内容の改修 

平成 27年３月 20日から、市民等からの要望もあり、表示内容の

拡充及び判り易い情報の表示を目的に、表示測定局の追加及び色分

けによる表示等の改修を行った。改修後の各頁の表示画面内容は、

表２のとおりである。 

 

4.1 自排局の追加          表２ 改修後の表示画面 

二酸化窒素(NO2)、浮遊

粒子状物質(SPM)、微小粒

子状物質(PM2.5)について、

表 示 測 定 局 に 自 排 局 (９

局)を追加した。 

 

4.2 表示及び画面追加 

 市民の方々が、測定デー

タ を 環 境 基 準 値 等 と 比 較

し易くするため、各測定項

目の表示画面に「環境基準

値」及び「注意報発令基準

値等」を追加した。また、

表示項目の環境基準値に関する説明画面を 

新たに追加した。 

表示画面の一例は図５及び図６のとおりである。 

 

 

 

 

頁 表示画面内容 

１ [一般局]二酸化硫黄(SO2) 

２ [一般局]二酸化窒素(NO2) 

３ [一般局]光化学 ｵｷｼﾀﾞﾝﾄ (Ox) 

４ [一般局]浮遊粒子状物質(SPM) 

５ [一般局]微小粒子状物質(PM2.5) 

６ [自排局]二酸化窒素(NO2) 

７ [自排局]浮遊粒子状物質(SPM) 

８ [自排局]微小粒子状物質(PM2.5) 

９ 環境基準値について 

10 速報値の色分けについて 

11 問い合わせ先 



 

 

 

 

 

 

 

 

図５ [自排局]浮遊粒子状物質 SPM   図６ 環境基準値の説明画

面 

 

4.3 色分け 

 市民の方々に、大気の状況を判り易

く伝えるため、測定データを濃度に応

じて３色の色分けで表示した。色分け

の基準としては、環境基準値、注意報

発令基準等を参考にした。 

色分けについての説明画面は、図７

のとおりである。                

 

図７ 色分けの説明画面 

５ おわりに 

環境大気常時監視測定は、大気汚染防止法第 22条に基づく法定

受託事務であり、法令遵守の観点から確実に常時監視を実践してい

くことが求められている。また、これに加え、この常時監視測定結

果は、川崎市の大気環境の保全及び改善に向けた新たな行政施策策

定の基礎資料となるとともに、その施策策定に向けては市民の意見

を反映させるため、市民に大気環境データを正しく伝えることが重

要である。 

この観点から、精度の高い測定を維持して、大気環境データを市

民の方々に迅速に提供することに努めるとともに、今後も引き続き、

見やすく判り易い大気環境情報の提供に取り組み、市民の方々が安

全、安心に暮らせるまちづくりに貢献していきたい。 


